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ＪＡバンクローン融資約款 
 

本約款は、令和２年４月１日以降に、当組合（以下、「組合」
という。）が提供するＪＡバンクローン（住宅ローン、リフォー
ムローン、マイカーローン、教育ローン、多目的ローン、フリー
ローン等をいう。）を借り入れる借主（借主が２名以上の場合に
は連帯債務とし、特に断りのない限り借主とは連帯債務者全員を
いう。以下同じ。）、連帯保証人とのＪＡバンクローン融資契約書
（金銭消費貸借契約証書）兼債務保証委託証書（以下、「ローン
契約書」という。）に基づく契約に適用されます。 

ＪＡバンクローンを借り入れた場合、本約款に同意したものと
みなされます。ＪＡバンクローンの借入に先立ち、本約款を確認
のうえ、本約款の内容に同意できない場合は、ＪＡバンクローン
を借り入れることができません。 

本約款は、民法に定める定型約款に該当します。組合は、本約
款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由が
あると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づ
いて変更するものとします。 

また、本約款を変更するときは、変更後の本約款の内容を、店
頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に
定める適用開始日から適用されるものとします。 
 
第１条（元利金返済額等の自動支払） 
１ 借主は、元利金の返済のため、各返済日（返済日が組合の信

用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。）まで
に毎回の元利金返済額（増額返済併用の場合、増額返済日に
は、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた
額。以下同じ。）相当額を返済用貯金口座に預け入れておくも
のとします。 

２ 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求書
または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎
回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の残高
が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の
返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 

３ 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅
れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって
前項と同様の取扱いができるものとします。 

４ 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、
その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第２項の元利
金の返済と同様に取り扱うことに同意します。 

 
第２条（据置期間中の利息の自動支払） 
  借主は、据置期間中の利息を前条に準じて支払うものとしま

す。 
 
第３条（利率変更の基準） 
１ 固定金利型 

① ローン契約書の借入要項（以下、「借入要項」という。） 
の適用利率に定めた利率は変更しないものとします。 

② 金融情勢の変化その他相当の理由がある場合には、借主ま
たは組合は相手方に対し、一般的に合理的と認められる程度
のものに変更することについて協議を求めることができるも
のとします。 

２ 変動金利型 
借主および連帯保証人は、借入要項に定めた適用利率は、借

入要項に定めた変動金利の基準利率（以下、「基準利率」とい
う。）を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げまたは
引下げられることに同意します。ただし、基準利率が廃止され
た場合および金融情勢の変化、その他相当の事由により組合が
基準利率を適用することを廃止した場合には、組合が定める利
率を基準利率と読み替えて適用されることに同意します。 

 
第４条（変動金利型の利率の変更） 
１ 前条の基準利率が変更されたときは、借入要項に定めた新利

率の適用開始日から、次により計算された適用利率を適用する
ものとします。 
① 借入れ後第１回目の利率変更の場合 

   新利率＝変更前の利率＋（基準日の基準利率－当初借入利
率を定めるために基準とした基準利率） 

② 借入れ後第２回以降の利率変更の場合 
   新利率＝変更前の利率＋（基準日の基準利率－変更前の利

率を定めた時の基準利率） 
２ 借入要項に定めた新利率の適用開始日が「年２回定時見直

し」の場合の新利率の適用開始日は、以下のとおりとします。 
① 基準日が４月１日の場合には基準日の属する年の６月の約

定返済日の翌日とし、基準日が 10 月１日の場合には基準日
の属する年の 12 月の約定返済日の翌日とします。 

② 毎回返済分が年１回返済または年２回返済の場合や増額返
済分の新利率の適用開始日は、基準日の属する年の６月およ
び 12 月の約定返済日に対応する日の翌日とします。 

３ 本条により利率が変更されたとき、組合は、新利率、毎回返
済額に占める元金および約定利息の割合等を書面または電磁的
記録により通知するものとします。 

 
第５条（返済方法） 
１ 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額

（毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済
額、以下同じ。）を支払うものとし、第３条および第４条によ
り利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等
に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。 

２ ただし、借入要項で元利金の返済方式を元利均等（賦金見直
し５年・125％）とした場合は、以下により返済額を支払うも
のとします。 
① 借入日から 10 月１日の基準日を５回経過するまでは、そ

の間に利率の変更があっても、毎回返済分、増額返済分の返
済額を変更しないものとします。 

② 返済額の変更は 10 月１日の基準日を５回経過した後に行
うものとし、新返済額は、新利率、残存元金、残存期間等に
基づいて算出した金額を支払うものとします。ただし、新返
済額は従前の返済額の 1.25 倍を限度とします。 

③ 以降、10 月１日の基準日を５回経過するごとに前号により
算出された新返済額（ただし、従前の返済額の 1.25 倍を限
度とします。）を支払うものとします。 

④ 返済額の変更により借入要項の最終期限が繰り上がる場合
には組合の事前の通知により指定された日を最終期限とする
ことに同意します。 

⑤ 毎回返済分の約定利息について、第３条および第４条によ
る利率の変更により毎回の約定利息が所定の毎回返済分の元
利返済額を超える場合には、その超過額（以下、「未払利
息」という。）の支払いは繰り延べるものとします。この未
払利息が発生した場合、次回以降の返済額から支払うものと
し、その充当順序は未払利息、約定利息、元金の順としま
す。 

⑥ 増額返済分の約定利息について、未払利息が発生した場合
は、次回以降の増額返済分から毎回返済分とは別個に支払う
ものとし、前号に準じて取扱うものとします。 

⑦ 第２号により返済額の変更を行った際に、未払利息の繰り
延べがある場合は、５年ごとの返済額変更を行うこととし、
組合所定の計算方法により新返済額を算出するものとしま
す。なお、充当順序は第５号と同様とします。 

⑧ 最終の返済額の変更以降、金利変更に伴い最終期限に借入
金の一部および未払利息が残る場合には、最終期限に一括し
て支払うものとします。 

３ 支払利息は次により算出するものとします。 
① 月割計算の場合は、毎回返済分、増額返済分の利息は「毎

回返済分または増額返済分の借入元金残高×年利×経過月数
÷12」で計算します。年 365 日日割計算の場合は「毎回返済
分または増額返済分の借入元金残高×年利×経過日数÷
365」で計算します。 

② 据置期限のある場合の据置期限までの利息計算についても
前号と同様に計算します。 

③ 利息前払の場合は、各利払日に次の利払日までの利息を前
払します。また、利息後払の場合は、各利払日に前回の利払
日の翌日から今回の利払日までの利息を後払します。ただ
し、初回利息計算では、両端計算の場合は借入日当日を含め
て利息を計算し、片端計算の場合は借入日当日を含めずに利
息を計算します。 

④ 利払日、基準利率見直しによる新利率の適用開始日が組合
の信用事業の休業日となる場合の利息計算方法は、組合の定
める方法によります。 

４ 第１回または最終回の返済額については端数調整のため、
毎回の返済額と異なる場合があります。 

 
第６条（繰上返済） 
１ 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借

入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて
返済できるものとします。この場合には、借主は借入要項の繰
上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 

２ 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるもの
とすることに同意します。 

３ 全額繰上返済は任意の日（信用事業の休業日を除く。）にで
きるものとします。 

４ 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額する
か、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額す
るとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法によ
ることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。な
お、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日としま
す。 
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５ 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料
を支払うものとします。 

６ ＪＡネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方
法、返済日、手数料等については、上記第１項から第５項によ
らず、ＪＡネットバンク利用規定の定めによることとします。 

 
第７条（期限前の全額返済義務） 
１ 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借

主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の
利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン
契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。 
① 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 
③ 前２号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続を 

申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときな 
ど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。 

④ 借主の貯金その他組合に対する債権について仮差押、保全 
差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 

なお、連帯保証人の組合に対する債権の差押等について 
は、組合の承認する担保を差し入れる旨を借主が遅滞なく組 
合に書面または電磁的記録にて通知したことにより、組合が 
従来どおり期限の利益を認める場合には、組合は書面または 
電磁的記録にてその旨を借主に通知するものとします。 

ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた 
組合の行為については、その効力を妨げないものとします。 

⑤ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によ
って、組合に借主の所在が不明となったとき。 

２ 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、組合か
らの請求によって、ローン契約書および本約款による債務全額
について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によら
ず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済す
るものとします。 
① 借主が返済を遅延し、組合から書面または電磁的記録によ

り督促しても、次の返済日までに元利金（損害金を含む。）
を返済しなかったとき。 

② 借主が組合との取引上の他の債務について期限の利益を失
ったとき。 

③ 借主が組合との取引約定に違反したとき。なお、この約定
に基づく組合への届出内容や提出書類に重大な虚偽の内容が
ある等の事由が生じたときを含む。 

④ 担保の目的物について差押または競売手続の開始があった
とき。 

⑤ 連帯保証人が前項各号または本項各号の一つにでも該当し
たとき。 

⑥ 借主または連帯保証人が、第８条第１項の暴力団員等もし
くは第８条第１項各号のいずれかに該当し、もしくは第８条
第２項各号のいずれかに該当する行為をし、または第８条第
１項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をした
ことが判明し、借主との取引を継続することが不適切なと
き。 

⑦ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど
元利金（損害金を含む。）の返済ができなくなる相当の事由
が生じたとき。 

３ 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるい
は借主が組合からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべ
き事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通
常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 

 
第８条（反社会的勢力の排除） 
１ 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団

員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、
暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊
知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴
力団員等」という。）に該当しないこと、および次の各号のい
ずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約いたします。 
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有す

ること 
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関

係を有すること 
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または

第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団
員等を利用していると認められる関係を有すること 

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与す
るなどの関与をしていると認められる関係を有すること 

⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と
社会的に非難されるべき関係を有すること 

２ 借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の
各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたしま
す。 
① 暴力的な要求行為 
② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行
為 

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて組合の信用
を毀損し、または組合の業務を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 
３ 第７条第２項第６号の規定の適用により、借主または連帯保

証人に損害が生じた場合にも、組合になんらの請求をしませ
ん。また、組合に損害が生じたときは、借主または連帯保証人
がその責任を負います。 

 
第９条（履行の請求） 
  借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合

は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。 
  
第 10 条（保証） 
１ 連帯保証人は、借主の委託を受けて借主がローン契約書およ

び本約款によって組合に対し負担するいっさいの債務につい
て、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、ロ
ーン契約書および本約款に従うものとします。 

２ 連帯保証人は、借主の組合に対する貯金その他の債権をもっ
て相殺は行わないものとします。 

３ 連帯保証人は、組合が相当と認めるときは担保または他の保
証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。 

４ 連帯保証人がローン契約書および本約款による保証債務を履
行した場合、代位によって組合から取得した権利は、借主と組
合との取引継続中（連帯保証人が代位弁済した債権以外に、組
合が借主に対して他の債権を有する場合など）は、組合の同意
がなければこれを行使しないものとします。 

５ 連帯保証人が借主と組合との取引についてほかに保証をして
いる場合には、その保証はローン契約書および本約款により変
更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証を
している場合には、その保証極度額にローン契約書および本約
款による保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と
組合との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とし
ます。 

６ 借主の信用状況など、借主が組合に提供した情報について
は、連帯保証人の依頼により連帯保証人に開示することを借主
は同意します。 

７ 借主は、連帯保証人が破産手続開始、民事再生手続開始など
裁判所の関与する手続を申立てたこと、または、死亡したこと
を知った場合は、ただちに組合に届けます。 

８ 借主および連帯保証人は、組合が連帯保証人の一人に対して
履行の請求をした場合は、その効力は借主および他の連帯保証
人にも及ぶことに同意します。 

９ 借主は、組合が連帯保証人に対して民法第 458 条の２に定め
る主たる債務の履行状況に関する情報を提供することに同意し
ます。この場合、組合は、連帯保証人に対して所定の手数料を
徴収することができるものとします。 

 
第 11 条（公正証書の作成義務） 

借主および連帯保証人は、組合の請求があるときは直ちに、
ローン契約書および本約款による債務について承認し強制執行
を認諾する旨を記載した公正証書を作成するため、必要な手続
きをします。これに要した費用は、借主または連帯保証人が負
担します。 

 
第 12 条（印鑑照合） 

組合が、ローン契約書および本約款に基づく取引にかかわる
諸届その他の書類に使用された印影をローン契約書に押印の印
影または返済用貯金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合
し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につ
き、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損
害については、組合は責任を負わないものとします。 

 
第 13 条(手数料) 

借主または連帯保証人は、第６条、第 10 条による手数料の
ほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭
に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。 

 
第 14 条（組合による相殺、払戻充当） 
１ 組合は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によ

って、借主が組合に対する債務を履行しなければならない場合
には、その債務と借主の貯金その他の組合に対する債権とを、
その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺すること
ができるものとします。 

２ 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所定
の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債
務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組
合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとします。 

３ 前２項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債
務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による
計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規
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定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間
に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします。 

 
第 15 条（借主による相殺） 
１ 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款によ

る債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の
債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到
来であっても相殺することができます。 
① 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合 
② 借主と組合の間の期限前弁済についての約定に反する場   

合 
２ 前項によって相殺する場合には、相殺通知は書面または電磁

的記録によるものとし、相殺した貯金その他の債権の証書、通
帳は直ちに組合に提出します。 

３ 借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計
算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率
等について借主と組合の間に別に定めがない場合には、組合の
定めによるものとします。なお、期限前弁済について繰上返済
手数料など別途の定めがあるときは、その定めによるものとし
ます。 

４ 借主による相殺に関して各種貯金規定等に別途の定めがある
ときは、その定めによるものとします。 

 
第 16 条（債務の返済等に充てる順序） 
１ 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する

債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める
順序方法により充当することができるものとし、借主はその充
当に対して異議を述べることができないものとします。 

２ 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全
部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面ま
たは電磁的記録による通知をもって充当の順序方法を指定する
ことができるものとします。 

３ 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認
める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対
して異議を述べることができないものとします。 

４ 第２項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれが
あるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証
の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組
合の指定する順序方法により充当することができるものとしま
す。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものと
します。 

５ 前２項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来
の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序
方法を指定することができるものとします。 

 
第 17 条（担保） 
１ 担保価値の減少、借主またはその連帯保証人の信用不安など

の組合の借主に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ
たと客観的に認められる場合において、組合が相当の期間を定
めて請求したときは、借主は組合の承認する担保もしくは増担
保を差し入れ、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加し
ます。 

２ 借主が組合に対する債務の履行を怠った場合には、組合は、
担保について、法定の手続きも含めて一般に適当と認められる
方法、時期、価格等により組合において取立または処分のう
え、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にか
かわらず借主の債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務
がある場合には借主は直ちに弁済します。借主の債務の弁済に
充当後、なお取得金に余剰が生じた場合には、組合はこれを権
利者に返還するものとします。 

３ 借主が組合に対する債務の履行を怠った場合には、組合が占
有している借主の動産、手形その他の有価証券は、組合におい
て取立または処分することができるものとし、この場合もすべ
て前項に準じて取り扱うことに同意します。 

４ 本条の担保には、留置権・先取特権などの法定担保権も含む
ものとします。 

 
第 18 条（危険負担、免責条項等） 
１ 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事

故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着し
た場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務
を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合には、借
主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合
に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事由による場
合を除き、借主が負担します。 

２ 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情
によって損害が生じた場合には、その損害について、組合の責
めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。 

 
第 19 条（届出事項） 
１ 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代

表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更

があった場合には、直ちに書面または電磁的記録により組合に
届け出るものとします。 

２ 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主お
よび連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主およ
び連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知
または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には
通常到達すべきときに到達したものとします。 

３  連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、
借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してす
る必要はありません。 

 
第 20 条（報告および調査） 
１ 借主は、組合による担保の状況、借主および連帯保証人の財

産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合か
ら請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をな
し、または便益を提供するものとします。 

２ 借主は、担保の状況、または借主および連帯保証人の財産、
経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じる
おそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとし
ます。 

３ 借主または連帯保証人（担保提供者を含む。）は、家庭裁判
所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは
任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判を
すでに受けているときには、借主または連帯保証人、借主また
は連帯保証人の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を
添付してその旨を書面または電磁的記録により組合に届け出る
ものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様
とします。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負
わないものとします。 

 
第 21 条（費用の負担） 

次の各号に掲げる費用は、借主または連帯保証人が負担する
ものとします。なお、組合が次の各号に掲げる費用を立て替え
た場合は、借入要項の元利金等の損害金に定めた割合の損害金
（年 365 日の日割計算で算出）を組合に対して支払うものとし
ます。 
① ローン契約書の作成および変更に関する費用。 
② 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。 
③ 担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用。 
④ 借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関

する費用。 
⑤ その他ローン契約書および本約款による取引に関するいっ
さいの費用。 

 
第 22 条（団体信用生命共済） 
１ 借主は、借主がローン契約書および本約款に基づいて負担す

るいっさいの債務につき、組合が所定の方法により借主を被共
済者とし組合を共済契約者ならびに共済金の受取人とする団体
信用生命共済契約（または団体信用保険契約）を締結する場合
は、その締結および下記第２項から第７項が適用されることに
同意します。なお、団体信用生命保険契約を締結する場合は、
下記第２項から第７項の「共済契約」「共済金額」「共済金」
「被共済者」「共済事故」「団体信用生命共済」は「保険契約」
「保険金額」「保険金」「被保険者」「保険金事故」「団体信用生
命保険」とそれぞれ読み替えるものとします。 

２ 借主は健康に異常なく、この共済契約に基づき提出した団体
信用生命共済加入申込書記載事項は事実に相違ありません。 

３ 共済金額は、借主が組合に対して負担する債務額を基準と
し、その算定は組合所定の計算方法によることに同意します。 

４ 借主が組合に対して負担する債務の存続する間、この共済契
約に定める共済事故が発生したときは、遅滞なく組合に通知の
うえ、その指示に従うものとします。 

５ 組合が共済金を受領したときは、受領金相当額の組合に対す
る債務につき、期限のいかんにかかわらず、返済があったもの
とみなして組合において所定の手続に従い取り扱うことに同意
します。この場合、共済事故発生日の翌日以降の利息その他の
費用等不足する金額については組合からの請求あり次第直ちに
支払います。 

６ 前項の場合、万一借主の告知義務違反により、組合が受領し
た共済金の返還を請求されたときは、共済金による返済がなか
ったものとした場合の残債務全額を組合から請求あり次第直ち
に返済します。 

７ 万一借主の告知義務違反により、共済金が支払われないとき
は、期限のいかんにかかわらず、本債務全額を組合から請求あ
り次第直ちに返済します。 

 
第 23 条（準拠法、合意管轄） 
１ 借主および連帯保証人（担保提供者を含む。）と組合は、ロ

ーン契約書ならびに本約款に基づく諸取引の契約準拠法は日本
法とすることに合意します。 

２ 借主および連帯保証人（担保提供者を含む。）と組合は、ロ
ーン契約書ならびに本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要



(2023/02)  4                         （２２１４５０１）基金協会用 
 

が生じた場合には、組合の本店（本所）または組合の取引支店
（支所）の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに
合意します。 

 
第 24 条（管轄地区外への移動） 
１ 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転

居するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記
録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合
の指示に従うこととします。 

２ 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職
等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するよう
な事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届
出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従
うこととします。 

 
第 25 条（分割貸付金の交付停止） 
１ 教育ローン以外の資金について、借入要項において分割借入

としている場合で、下記に該当したときは、組合は以降の分割
貸付金を交付しません。 
① 借主が第７条の規定により期限の利益を喪失した場合。 
② その他借主に、組合が分割貸付金の交付停止を必要とする

相当の事由が生じた場合。 
２ 前項の②の場合は、既借入金の返済方法について、毎回返済

額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返
済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれ
かの方法により変更することとし、借主が選択するものとしま
す。 

 
第 26 条（教育ローンにかかる退学通知義務） 
  据置期間中に就学対象者が退学（学籍喪失）した場合には、

借主は書面または電磁的記録をもってその旨届け出るものとし
ます。 

 
第 27 条（教育ローンにかかる分割貸付金の交付停止） 
  下記に該当したときは、組合は以降の分割貸付金を交付しま

せん。 
① 借主が第 26 条の届け出をした場合または組合が就学対象

者の退学（学籍喪失）の事実を知った場合。 
② 借主が第７条の規定により期限の利益を喪失した場合。 
③ その他借主に、組合が分割貸付金の交付停止を必要とする
相当の事由が生じた場合。 

 
第 28 条（教育ローンにかかる退学の場合の返済方法等） 
１ 就学対象者が退学（学籍喪失）した場合は、第 26 条の届け

出のあった日または組合がその事実を知った日以降最初に到来
する利息の支払日を据置期限とします。この場合において既借
入金の返済期間は、当初約定の返済期間と同じ長さの期間とし
ます。 

２ 前項の場合の既借入金の返済方法は次のとおりとします。 
① 一括借入の場合または分割借入で全額借入済の場合 

返済回数、一回当りの返済元利金額とも当初約定どおりと
する。 

② 分割借入で一部借入済の場合 
 ア 当初に毎回返済を約定しているとき 

    返済回数は当初約定のとおりとし、元利均等払の方法に
より返済する。この場合、最終回返済額については端数調
整のため、毎回の返済額と異なる場合がある。 

 イ 当初に毎回返済および増額返済を約定しているとき 
（ア）借入金額が「毎回返済分の借入額合計」を超えない

ときは、毎回返済の返済日で借入要項の元(利)金の返
済方法で定めた方法により返済する。この場合最終回
の返済額については端数調整のため、毎回の返済額と
異なる場合がある。 

 （イ）借入金額が「毎回返済分の借入額合計」を超えると
きは、「毎回返済分の借入額合計」相当額については毎
回返済の返済日で借入要項の元(利)金の返済方法で定
めた方法により、また「毎回返済分の借入額合計」を
超える部分については６か月ごとに借入要項の元(利)
金の返済方法で定めた方法により返済する。この場合
最終回返済額については端数調整のため、毎回の返済
額と異なる場合がある。 

 
以 上 

 
（令和８年２月９日現在） 

 

 


